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令和　 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞

メ ー タ 口 径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

計 画 給 水 人 口 34,773

現 在 給 水 人 口 26,788

令 和 2 年 4 月 1 日

８，６００円
６，６００円

基本水量
１か月につき

超過料金（１㎥につき）
１か月につき

１，４００円
１，３００円
１，５００円
１，３００円
３，５２０円
３，３００円
３，６５０円
３，３００円
７，０００円
６，６００円 ４５m

3
まで

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

35

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 15,851

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

701.550

千ｍ

施 設 数

㎥／日

事業の現況

　料金の構成は、基本料金と従量料金（以下、「超過料金」という。）から成る二部料金制としている。基本料金は、用途別に一般用と
臨時用の２種に区分し、口径別に異なる料金設定としている。超過料金は、単一型を採用している。
　令和元年度末に簡易水道事業と経営統合したが、簡易水道事業と料金体系が異なることから、急激な住民負担増に配慮し、統合
後、当面料金を据え置き、令和４年度に水道事業の料金体系に料金統一し、令和６年度に基本料金、超過料金をそれぞれ１０．８％
引き上げる。また、令和１０年度頃を目途に、２０％程度の料金改定を実施するよう検討する。

１０m
3
まで

２５m
3
まで

９，６００円
６，６００円

９，１００円
６，６００円

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

基本料金
１か月につき

上段：旧上水道
下段：旧簡易水道

新見市水道事業経営戦略

令和３年２月１日現在（消費税抜き）

旧上水道
２００円

旧簡易水道
１１～３０㎥

１００円
３１～５０㎥

１４０円
５１～１００㎥

１８０円
１０１㎥～
２００円

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

岡山県新見市

新見市水道事業

計 画 期 間 ：

100

～

管 路 延 長

0.10

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 4 年 6 月 11 日

水 源

施 設 利 用 率 68.14

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



④ 組　織

＜組織体制＞

○現在の組織体制（令和２年度）

上水道課職員

代表者 １２人

新見市長
（うち会計年度任用職員１人）

（大佐・哲多・哲西支局）

＜職員数・職種・年齢構成等＞
（令和２年度）

61歳～

51～60歳

41～50歳

31～40歳

～30歳

合計 ※うち会計年度任用職員１人

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

１人

６人

１人

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策として
は、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

工務係　５人

これまでの主な経営健全化の取組

○経営統合
　・令和元年度末に簡易水道事業と経営統合を行った。

○民間活用
　・平成３０年度から新見支局管内の簡易水道の水道施設について、業務の効率化及び経費削減を図るため、運転監視及び保守点検業務を委託している。

○施設の統廃合
　・配水施設の余剰能力を活用するため、平成３０年４月に長屋簡易水道及び唐松簡易水道の水源施設及び浄水施設を廃止し、統合を行った。

○広域化
　・平成２８年度に県内の市町村等で構成する「岡山県水道事業広域連携推進検討会」に参加し、協議を進めている。

○その他
　・人件費の削減（平成２２年度に機構改革に併せ神郷支局の業務を上水道課で対応）
　・地方債償還額の低減（平成１９年度から２１年度に、高利率の地方債に対して、公的資金補償金免除繰上償還制度を活用し、支払利息等を低減）
　・収納額の向上（滞納対策を強化し、収納額を増額）

　別紙１のとおり

４人

１２人

上水道課

各支局
地域振興課長

（兼務）

人

産業建設係　１人
（兼務）

管理係　６人
（うち会計年度任用職員１人）

上水道課長建設部長 建設部次長

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

（神郷支局所管）



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

　

　給水人口の減少及び節水意識等により、水需要も減少するものと予測される。年間総有収水量の実績値をベースに、口径別で使用水量等の分析を行い、推計してい
る。

給水人口の予測

水需要の予測

　本市の総人口は、国立社会保障人口問題研究所の人口推計（平成３０年３月）によると、今後２０年間（平成２７年度～令和１７年度）で１１，１３６人（△３６．３％）減少す
ると推計されている。
　給水人口は、同様の減少割合で推移すると仮定すれば、旧上水道で４，６１３人（△３５．９％）、旧簡易水道で５，６６９人（△３６．４％）となり、併せて１０，２８２人（△３６．
２％）減少すると推計している。

料金収入の見通し

　年間総有収水量の実績値をベースに、口径別で使用水量等の分析を行い、料金収入の見通しを推計している。
　令和元年度末に簡易水道事業を水道事業に経営統合し、当面、現行の料金体系を維持する。令和４年度に簡易水道事業の料金を水道事業の料金に統一する。令
和６年度に基本料金、超過料金をそれぞれ１０．８％引き上げる。また、令和１０年度頃を目途に、２０％程度の料金改定を実施するよう検討する。

千円

千㎥



（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　２　の　と　お　り

組織の見通し

　・業務の効率化を図ることにより、現行の職員数を維持し、全体の事務量等を勘案し、職員の定員管理の適正化を図る。
　・水道技術管理者等の有資格者を計画的に養成することにより、技術の確保を行うとともに、各種研修等を通して、技術の習得や技術力の向上に努める。

　・将来にわたり安全・安心で良質な水を安定的に供給
　・効率的な運営と財務基盤の強化
　・未曾有の災害に強い強靭な水道施設の構築

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

　安全で安心した水道水を供給するため、水道施設等の耐震化や更新事業等を実施する。

・（上水）馬塚浄水場電気計装設備更新工事　Ｒ元年度～Ｒ３年度　４１２，５００千円（Ｒ３年度６７，１００千円）

・（上水）城山及び石指山配水池更新事業　Ｒ２年度～Ｒ６年度　４５１，１００千円（Ｒ３年度１３，０００千円、Ｒ４年度６０，０００千円、Ｒ５年度３１２，０００千円、
　　　　　 Ｒ６年度５８，０００千円）

・（簡水）建設改良事業　Ｒ２年度～　２２０，０００千円（アセットマネジメント額（６３０，０００千円）×３５％）



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

　投資以外の経費（委託料、修繕費、動力費、人件費等）については、実績値をベースに試算。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

効率的な資産管理を図るため、アセットマネジメントを活用し、施設・設備の廃止・統合の適正化に努める。
下熊谷配水区は、令和４年度から馬塚浄水場配水区に統合予定。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

効率的な資産管理を図るため、アセットマネジメントを活用し、施設・設備の合理化に努める。

そ の 他 の 取 組 特になし

岡山県水道事業広域連携推進検討会において、協議を進める。広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

水道施設の維持管理において、業務を一部委託している施設では、高齢化等の理由により、人手不足となり維持管理が困難
になることから、民間委託等を検討する。

投資の平準化を図るため、点検、メンテナンス等の対策を徹底し、施設・設備の長寿命化等を進める。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

目 標

　事業を継続し、安全で安心した水道水を供給するため、令和１２年度決算において、当年度純利益を黒字化する。

②　収支計画のうち財源についての説明

・料金
　令和４年度に旧簡易水道の料金を上水道の料金に統一し、令和６年度に基本料金と超過料金をそれぞれ１０．８％引き上げる。
　また、令和１０年度頃を目途に、２０％程度の料金改定を実施するよう検討する。

・企業債
　（上水）Ｒ２年度～３年度　建設改良費の９０％
　　　　　  Ｒ４年度～　　　　　建設改良費の５０％
　（簡水）Ｒ２年度～　　　　　建設改良費の７０％

・繰入金
　旧簡易水道事業等の基準内及び及び旧簡易水道事業における過去に実施した建設改良費に係る基準外繰入金



②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　新見市水道事業運営審議会（以下「審議会」という。）から、水の安定供給や料金改定率など８項目と、将来の収支予測
の検証や市民への周知など付帯意見４項目からなる「健全な水道事業の運営について」の答申書が提出された。
　このため、答申書の内容について、ＰＤＣＡサイクルに基づく事後検証を行う必要があることから、これまで、必要に応じ
て開催していた審議会の開催について、規則を改正し、毎年度開催し検証を行うこととしている。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

将来的な負担を勘案し、財政負担にならないよう利率の動向等を注視し、低利率の企業債を活用するよう配慮する。

地方公営企業法では、独立採算が求められており、政策として一般会計から旧簡易水道事業の建設改良費分を繰り入れてい
るが、今後、経営努力により計画的に低減するよう努める。

新見市水道事業運営審議会から令和元年７月９日に答申書が提出され、答申を基に水道料金を令和６年度に１０．８％引き上
げる。
また、令和１０年度頃を目途に、２０％程度の料金改定を実施するよう検討する。

統廃合や老朽化による遊休資産については、転用又は処分等を行う。

そ の 他 の 取 組

企 業 債

繰 入 金



別紙１

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

全体総括

今後の事業運営においては、これまでの水需要動向
等を勘案すると、給水収益が減少傾向で推移するも
のと見込まれるなか、施設の更新及び企業債の償還
等があり、今後の経営状況は、依然として厳しいも
のとなっている。
また、今後は簡易水道との統合により、一時的に数
値は悪化するが、料金体系の見直しや設備投資を計
画的に行うことで、緩やかに、長期的に改善してい
けるよう努めたい。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①　経常収支比率は単年度の黒字を示す１００％を
超えているが、給水収益は減少傾向にある。今後も
更新投資等に充てる財源を確保しつつ健全経営に努
める。
②　累積欠損金は発生していないが、簡易水道事業
との経営統合により、施設の維持管理経費の増大が
見込まれるため、より一層の営業活動の効率化に努
める。
③　本年度は健全な数値であるが、令和２年度以
降、簡易水道との経営統合により、企業債の償還が
著しく増加することで流動負債が上昇し、経営を圧
迫することが見込まれる。しかしながら、繰出基準
による一般会計からの補助金収入により、現金の減
少は若干抑えられる。
④　企業債残高対給水収益比率について、類似団体
と比較し低くなっているが、令和２年度以降、簡易
水道との経営統合により、企業債残高が著しく増加
する見込みであり、類似団体並、若しくはそれ以上
の比率になると予測される。
⑤　料金回収率は基準の１００％を超えているが、
更新投資等に充てる財源を確保しつつ、健全経営に
努める。
⑥　類似団体と比較しても約３０円程度安い状況と
なっている。
⑦　施設利用率は、配水能力が減少したことにより
上昇している。
⑧　有収率が昨年度比で低下したため、引き続き漏
水調査を実施し、有収率の維持、向上を図っていき
たい。

2. 老朽化の状況について

①　老朽化の状況は、数値が１００％に近いほど法
定耐用年数に近いことを表している。令和元年度の
数値が43.13％となっており、類似団体に比べれば
低いものの順次施設の更新を行っていく必要があ
る。
②　管路経年化率は類似団体と比較しても低くなっ
ているが、法定耐用年数に近い管路もあることから
順次更新を行っていく必要がある。
③　管路更新率も近年類似団体と比較して低くなっ
ているが、法定耐用年数に近い管路もあることから
順次更新を行っていく必要がある。

2. 老朽化の状況

－

- 91.03 46.54 3,740 13,396 15.78 848.92 【】

793.29 36.64 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A7 非設置 29,069

経営比較分析表（令和元年度決算）
岡山県　新見市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.05 0.22 0.00 0.00 0.06

平均値 1.65 0.47 0.39 0.43 0.42

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 137.44 127.64 129.47 123.79 121.58

平均値 111.06 111.34 110.02 108.76 108.46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 38.42 39.27 39.94 42.42 43.13

平均値 47.70 48.14 46.61 47.97 49.12

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82

平均値 7.26 11.13 10.84 15.33 16.76

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 9.35 10.13 7.31 7.48 11.94

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 1,129.07 1,097.52 906.92 1,133.09 1,147.06

平均値 398.29 388.67 355.27 359.70 362.93

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 229.09 206.07 181.38 152.76 163.64

平均値 431.00 422.50 458.27 447.01 439.05

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 142.72 130.49 133.08 120.99 124.28

平均値 100.82 101.64 96.77 95.81 95.26

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 136.32 149.51 146.47 161.77 158.01

平均値 179.55 179.16 187.18 189.58 192.82

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 53.91 53.63 52.18 55.32 67.34

平均値 53.52 54.24 55.88 55.22 54.05

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 86.98 86.39 89.47 87.31 86.52

平均値 81.46 81.68 80.99 80.93 80.51

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【112.01】 【1.08】 【264.97】 【266.61】

【89.80】【60.00】【168.38】【103.24】

【49.59】 【19.44】 【0.68】



別紙１

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

全体総括

　今後の事業運営においては、これまでの水需要動
向等を勘案すると、給水収益が減少傾向で推移する
ものと見込まれる中、施設の更新及び企業債の償還
等があり、今後の経営状況は、依然として厳しいも
のと考える。
　一方で、安全で清浄な水の安定供給をするために
は、計画的な施設の更新を進めていく必要があるこ
とから、一層の経営努力を重ねるとともにサービス
の向上に努めていく。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①　収益的収支比率は、単年度の黒字を示す１０
０％を大幅に下回っており、一般会計繰入金等の割
合が非常に高くなっている。
④　企業債残高対給水収益比率は、類似団体と比較
し高くなっている。今後も、給水収益の減少及び施
設更新の増加が予想されるため、比率は上がってく
ると考える。
⑤　料金回収率は、基準の１００％を大幅に下回っ
ており、不足分を一般会計繰入金により補填してい
る。
繰入金の負担割合を抑えるため、料金回収率の向上
に努める。
⑥　給水原価は、２９年度までは例年４４０円程度
で推移していたが、平成３０年は１７０円程度、平
成３１年度は１２０円程度増加し、類似団体と比較
すると、高くなっている。これは災害復旧による収
益的支出の増加、有収水量の減少が要因である。
⑦　施設利用率は、類似団体と比較して高くなって
いる。引き続き漏水対策を行い、有収率の向上に努
める。
⑧　有収率は、類似団体と比較して低くなってい
る。布設から４０年以上経過する管路も増加してお
り、頻繁に漏水が発生している。今後も漏水調査・
修繕を積極的に行う。

2. 老朽化の状況について

　市内２５簡易水道の整備年限はそれぞれ違うが、
布設後４０年になる管路も多く、老朽化が著しく進
み漏水なども頻繁に発生している。従来は、施工の
効率性から集落を短絡し山林などに埋設されていた
配水管を道路に移設することや、下水道事業による
水道管移設などによって、管路の更新を図ってき
た。今後も漏水の発生を抑え管路更新率を上げるた
め、計画的に更新工事を行うことが必要と考えてい
る。

2. 老朽化の状況

－

- 該当数値なし 46.52 2,530 13,392 271.80 49.27 【】

793.29 36.64 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法非適用 水道事業 簡易水道事業 D1 非設置 29,069

経営比較分析表（令和元年度決算）
岡山県　新見市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20

平均値 0.54 0.43 0.56 0.31 0.42

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 53.58 51.56 54.04 62.31 54.62

平均値 76.02 77.66 74.03 73.20 73.42

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値

平均値

①収益的収支比率(％)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値

平均値

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 1,910.25 1,828.69 1,871.25 2,079.65 1,986.75

平均値 1,246.73 1,281.51 1,068.53 995.48 982.31

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 35.63 35.99 34.70 26.40 28.71

平均値 54.33 55.02 59.33 55.46 53.77

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 439.68 446.85 444.23 611.39 560.06

平均値 341.05 330.62 279.67 299.78 305.38

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 75.07 72.52 76.47 73.17 68.89

平均値 59.87 59.59 61.79 59.59 58.56

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 70.16 72.13 70.51 69.12 70.87

平均値 75.48 74.64 74.98 74.19 73.68

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【76.03】 【1,084.05】

【73.31】【54.90】【300.47】【53.46】

【0.56】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

別紙２

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成３０年度 令和元年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 293,519 294,196 474,392 477,679 534,219 531,091 582,179 579,155 572,540 571,986 677,998 673,588 665,589
(1) 293,277 294,031 473,730 477,000 533,540 530,412 581,500 578,476 571,861 571,307 677,319 672,909 664,910
(2) (B) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
(3) 242 165 462 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479

２． 86,176 83,491 564,939 574,988 456,305 448,949 440,004 428,802 416,179 390,226 367,798 348,997 343,257
(1) 21,146 7,651 128,873 119,979 53,553 47,596 42,209 37,494 33,449 30,224 27,771 25,883 24,132

17,111 4,278 126,116 117,822 51,997 46,583 41,639 37,203 33,311 30,191 27,764 25,882 24,132
4,035 3,373 2,757 2,157 1,556 1,013 570 291 138 33 7 1

(2) 64,343 74,063 434,800 453,800 401,543 400,144 396,586 390,099 381,521 358,793 338,818 321,905 317,916
(3) 687 1,777 1,266 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209

(C) 379,695 377,687 1,039,331 1,052,667 990,524 980,040 1,022,183 1,007,957 988,719 962,212 1,045,796 1,022,585 1,008,846
１． 292,676 298,514 1,084,333 1,048,923 999,825 1,001,309 1,001,356 997,810 990,208 965,883 945,614 931,894 931,648
(1) 40,975 38,831 99,460 92,650 92,650 92,650 92,650 92,650 92,650 92,650 92,650 92,650 92,650

20,269 20,533 43,823 41,935 41,935 41,935 41,935 41,935 41,935 41,935 41,935 41,935 41,935

20,706 18,298 55,637 50,715 50,715 50,715 50,715 50,715 50,715 50,715 50,715 50,715 50,715
(2) 121,080 116,174 454,773 416,973 416,973 416,973 416,973 416,973 416,973 416,973 416,973 416,973 416,973

21,686 20,630 74,363 68,526 68,526 68,526 68,526 68,526 68,526 68,526 68,526 68,526 68,526
16,183 10,390 58,544 59,740 59,740 59,740 59,740 59,740 59,740 59,740 59,740 59,740 59,740

190 710 6,958 6,530 6,530 6,530 6,530 6,530 6,530 6,530 6,530 6,530 6,530
83,021 84,444 314,908 282,177 282,177 282,177 282,177 282,177 282,177 282,177 282,177 282,177 282,177

(3) 130,621 143,509 530,100 539,300 490,202 491,686 491,733 488,187 480,585 456,260 435,991 422,271 422,025
２． 14,061 12,140 76,593 66,861 62,022 56,309 53,639 49,554 46,260 43,934 42,467 41,601 40,893
(1) 14,061 12,140 75,593 65,861 61,022 55,309 52,639 48,554 45,260 42,934 41,467 40,601 39,893
(2) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(D) 306,737 310,654 1,160,926 1,115,784 1,061,847 1,057,618 1,054,995 1,047,364 1,036,468 1,009,817 988,081 973,495 972,541
(E) 72,958 67,033 △ 121,595 △ 63,117 △ 71,323 △ 77,578 △ 32,812 △ 39,407 △ 47,749 △ 47,605 57,715 49,090 36,305
(F) 18 19
(G) 308 77 9,336 754
(H) △ 308 △ 77 △ 9,318 △ 735

72,650 66,956 △ 130,913 △ 63,852 △ 71,323 △ 77,578 △ 32,812 △ 39,407 △ 47,749 △ 47,605 57,715 49,090 36,305
(I) 825,904 917,860 786,947 723,095 651,772 574,194 541,382 501,975 454,226 406,621 464,336 513,426 549,731
(J) 1,059,214 1,040,818 931,232 843,334 761,119 654,835 627,285 580,575 524,790 466,178 500,156 524,982 535,756

5,595 9,554 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700
(K) 93,480 90,738 446,810 446,439 429,421 411,789 416,409 390,986 360,249 327,626 312,235 288,327 286,713

62,154 61,079 399,381 399,763 382,745 365,113 369,733 344,310 313,573 280,950 265,559 241,651 240,037

28,586 26,366 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 293,519 294,196 474,192 477,479 534,019 530,891 581,979 578,955 572,340 571,786 677,798 673,388 665,389

(N)

(O)

(P)

令和１２年度

82.6

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

68.5281.4 312.0 166.0 79.4 71.1

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

151.4 122.1 108.2 93.0 86.7累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息
そ の 他

収 入 計
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

令和６年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

令和１１年度

76.2

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

令和２年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度令和３年度 令和４年度 令和５年度

そ の 他



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

別紙２

（単位：千円） （単位：千円）
年　　　　　度 平成３０年度 令和元年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 95,300 213,100 255,400 208,500 435,300 206,700 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500 199,500

２．

３． 3,297 2,471 324,846 340,742 348,630 338,123 328,396 320,754 295,450 266,636 223,212 204,239 175,464

４． 870 1,518 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672

５．

６． 19,543 18,520 17,236 16,541 16,034 14,027 11,085 7,041 5,213 1,916 281 143

７． 10

８． 6,307 9,332 32,360 38,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

９． 2,560 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527

(A) 30,017 125,623 591,630 655,482 580,963 795,249 553,980 535,094 507,962 475,851 430,792 411,681 382,763

(B)

(C) 30,017 125,623 591,630 655,482 580,963 795,249 553,980 535,094 507,962 475,851 430,792 411,681 382,763

１． 159,447 239,879 343,568 380,983 280,752 532,752 278,752 270,752 270,752 270,752 270,752 270,752 270,752

２． 64,000 62,154 386,008 399,381 399,762 382,745 365,113 369,733 344,310 313,573 280,950 265,559 241,651

３．

４．

５．

(D) 223,447 302,033 729,576 780,364 680,514 915,497 643,865 640,485 615,062 584,325 551,702 536,311 512,403

(E) 193,430 176,410 137,946 124,882 99,551 120,248 89,885 105,391 107,100 108,474 120,910 124,630 129,640

１． 29,430 24,410 10,853 7,882 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

２．

３．

４． 164,000 152,000 127,093 117,000 19,551 40,248 9,885 25,391 27,100 28,474 40,910 44,630 49,640

(F) 193,430 176,410 137,946 124,882 99,551 120,248 89,885 105,391 107,100 108,474 120,910 124,630 129,640

(G)

(H) 448,016 481,162 4,866,085 4,722,104 4,530,842 4,583,397 4,424,984 4,254,751 4,109,941 3,995,868 3,914,418 3,848,359 3,806,208

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 平成３０年度 令和元年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

17,111 4,278 126,116 117,822 51,997 46,583 41,639 37,203 33,311 30,191 27,764 25,882 24,132

16,791 4,009 34,716 30,291 27,760 25,336 23,181 21,315 19,728 18,533 17,688 17,117 16,614

320 269 91,400 87,531 24,237 21,247 18,458 15,888 13,583 11,658 10,076 8,765 7,518

4,167 2,471 326,364 342,414 350,302 339,795 330,068 322,426 297,122 268,308 224,884 205,911 177,136

2,783 1,036 185,033 194,009 196,035 188,068 181,117 176,878 164,331 150,334 127,671 117,546 100,614

1,384 1,435 141,331 148,405 154,267 151,727 148,951 145,548 132,791 117,974 97,213 88,365 76,522

21,278 6,749 452,480 460,236 402,299 386,378 371,707 359,629 330,433 298,499 252,648 231,793 201,268

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

資

本

的

支

出

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

令和１１年度

令和１１年度令和１０年度令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

令和９年度

令和５年度令和２年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和３年度 令和４年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 負 担 金

令和１２年度

令和１２年度

令和１０年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計

そ の 他

令和７年度 令和８年度


